




















































































































































































日本学術会議第16期会員の推薦について

日本学術会議の会員は，従来，科学者を有権者とする直

接選挙によって選出されていましたが， 日本学術会議法の

一部を改正する法律 （昭和58年法律65号）により，第13期

会議に届け出る。

③ 推薦人は，会員推薦管理会がその資格があると認

定した会員の候補者のうちから，会員として推薦

すぺき者及び補欠の会員として推薦すぺき者を決

定し，日本学術会議を経由して内閣総理大臣に推

薦する。

（昭和60年 7月22日）から、学術研究団体を基盤とする推

薦・任命制に改められました。来年 7月で，この推薦制度

も三期9年を経過することとなります。

④ 内閣総理大臣は，上記③の推薦に基づいて，会員

この会員選出制度のあらましは，次のとおりです。 を任命する。

① 日本学術会議は， 一定の要件を備え る学術研究団

体を，その申請により登録する。

② 登録学術研究団体は，その構成員である科学者の

うちから，会員の候補者を選定し，及び会員の推

薦に当たる推鷹人を指名し，それぞれ， 日本学術

⑤ 学術研究団体の登録，会員の候補者の資格の認定

その他会員の推薦に関する所要の事務は， 日本学

術会議に置かれる会員推薦管理会が行う。

以上の概要を第16期 （平成6年7月一平成9年7月）の

会員選出日程によると，次表のようになり，これに従って

今後の事務処理が行われる予定になっています。

日本学術会議第16期会員選出手続日程

5月31日（月）まで 学術研究団体の登録申請の締切り

9月上旬 登録審査結果の通知

平 不登録通知を受けた日の翌
不登録通知を受けた団体からの異議の申出受付

成 日から20日以内

5 9月上旬
関連研究連絡委員会についての意見聴取＊

年 10月下旬 く団体関係〉異議の申出に対する決定

11月30日（火）まで 関連研究連絡委員会の指定・

12月上旬 会員の候補者の選定及ぴ推薦人の指名の依頼

1月31日（月）まで 会員の候補者の届出の締切り

2月21日（月）まで 推薦人（予備者を含む）の届出の締切り

3月20日（日）まで 会員の候補者の資格の認定等の通知

平 3月下旬 推薦人に会議開催等の通知発送

成 不認定通知を受けた日の翌 会員の候補者の資格の不認定通知を受けた学術研究団体又は会員の候補者からの

6 日から20日以内 異議の申出受付

年 4月20日（水）まで く会員の候補者関係〉異議の申出に対する決定

5月中旬から 6月上旬ま で 推薦人会議（会員及び補欠の会貝として推薦すべき者を決定）

6月中旬 日本学術会議を経由して内閣総理大臣へ推薦

7月22日（金） 第16期日本学術会議会員の任命

注 ：＊は， 日本学術会議会長が意見聴取し，指定する。

日学双書の刊行について

日本学術会議主催公開講演会及ぴ公開シンポジウムの記

録をもとに編集した，次の日学双書が刊行されました。

日学双書第15刊 「文明の選択一都市と農業 ・農村の共

存を目指して一」

定価1,000円（消費税込み，送料240円）

日学双書第16刊 「子どもの人権を考える」

定価1,000円（消費税込み，送料240円）

日学双書第17刊 「首都機能の一極集中問題」

定価2,000円 （消費税込み，送料310円）

（問い合わせ先）

〒106東京都港区西麻布3-24-20

交通安全教育センター内

帥日本学術協力財団

ff03-3403-9788 

でお寄せください。

〒106東京都港区六本木7-22-34 
日本学術会議広報委員会 電話03(3403)6291

日本学術会議だより Ko.29 

「学術分野における国際貢献についての

基本的提言」を採択

平成5年5月 日本学術会議広報委員会

日本学術会議は，去る4月21日から23日まで第 116回総会を開催しました。今回の日本学術会議だよりでは，同総会の議事

内容及び同総会で採択された「学術分野における国際貢献についての基本的提言」等についてお知らせいたします。

日本学術会議第116回総会報告

4月
21日～23日の3日間にわたって開催された。

総会の初日の午前は，会長からの前回総会以降の経過報

告に続いて，各部，各委員会等の報告が行われた。次いで，

今回総会に提案されている 2案件について，それぞれ提案

説明がなされた後，質疑応答が行われた。

午後からも提案案件に対する質疑応答が行われた後，引

き続き各部会が開催され，午前中に提案説明された総会提

案案件の審議が行われた。

総会2日目の午前は，前日提案された 2案件及ぴ緊急に

提案された 1案件の審議・採決が順次行われた。
まず， 「国際対応委員会の改組について（申合せ）」が採

択された。これは，学術の国際化の急速な進展に伴い，国

際学術団体及ぴ国際学術協力事業への対応の重要性がます

ます増大してきており， 日本学術会議としてもその職務を

遂行する上で，学術の国際化に関する状況の迅速かつ的確

な把捏が不可欠であるという観点から，より広範囲にわた

る国際学術情報の収集と，それに基づく適切な対応ができ

るよう，国際対応組織の充実強化を図るために，必要な措

置を講じたものである。

次いで， 「学術分野における国際貢献についての基本的

提言」が採択された。本件については， 日本学術会術第15

期活動計画の中の重点目標として掲げられており，また，

一昨年秋の第 113回総会において内閣官房長官から， 「学

術研究の分野で我が国がどのような国際的貢献をなすぺき

かについて全学問領域から総合的に検討し，意見を出すよ

う」求められ，以来， 日本学術会議における重要案件とし

て鋭意審議してきたものである。

提言は， 1.学術分野における国際貢献の意義， 2.学
術分野における国際貢献の在り方， 3.学術分野における
国際貢献を進めるための提案という構成内容になっており，

日本学術会議は，今後とも，本提言に基づき，具体的な諸

課題について検討していくこととしている。

最後に，上記の提言に基づき， 日本学術会議は，国際貢

献のための新しいシステムを構築するための具体的方策を

直ちに検討し，その速やかな推進を図るという内容の「学

術分野における国際貢献についての基本的提言に関する附

帯決議」が採択された。

また， 「学術分野における国際貢献についての基本的提

言」に関する会長談話を22日付けで発表した。

午後からは，現在，常置委員会，特別委員会で審議され

ている懸案事項について，自由討議が行われた。

総会 3日目は，午前は各特別委員会，午後は各常置委員
会・国際対応委員会がそれぞれ開催された。

なお，近藤会長か， 4月22日に河野内閣官房長官と，ま

た，同27日に宮澤内閣総理大臣とそれぞれ会見し， 「学術

分野における国際貢献についての基本的提言」を手渡すと

ともに，同提言について報告した。

学術分野における国際貢献についての
基本的提言（抜粋）

（前文略）

1.学術分野における国際貢献の意●
（本文略）

2.学術分野における国際貢献の在り方
（本文略。項目のみ）

(1) 対等・互恵の原則に基づいた国際学術協力の強化
(2) 国際学術協力の積極的発議等

(3) 人材育成への協力による国際貢献の推進

(4) 我が国の学術情報の提供・紹介の促進

(5) 学術に関する国際団体への対応強化

3.学術分野における国際貢献を進めるための提案
前節で述ぺた我が国の学術分野における国際貢献の在

り方を踏まえ，これを推進していくために，以下の事項
を提案する。

(1) 我が国からの情報提供機能等の充実・強化
① 学会の支援・育成
我が国の学会は，高等教育研究機関や産業界の研

究成果の発表の場として重要な役割を果たしてきた。

また，研究者相互の活発な国際交流等を通じて，情

報の提供に努めているところである。しかしながら，

はとんどの学会は，資金の不足から，必要な活動も

十分にできない状況にある。’

学術分野における国際貢献という観点において，

非政府機関 (NG0) としての学会の果たす役割は

極めて大きく，それらが有する情報提供機能を最大

限に発揮できるよう，学会の支援・育成を図る必要
がある。

② アジア地域における学術研究に関する連携の強化
我が国と地理的・歴史的・文化的な関係の深いア

ジア地域の学術の発展に資するため，アジア地域の

科学者や学術研究機閣の間の学術研究ネ ットワーク

を拡充 ・強化する ことか必要である。また，将来的

には，アジアの学術振興のための国際的な組織の在

り方について，関係各国の科学者と協議してい〈必



要がある。

(2) 国際学術交流のための支援の充実

① 学術研究機関の整備等
新しい知識の創造と発展は，優れた研究者が集い，

切磋琢磨するところから生まれるものであり，研究

者の未知への挑戦に対して最も適切な施設・資金・

支援システムなどの研究環境を提供することが必要

である。したがって，全世界の研究者が日本で研究

することに魅力を感じ，充実した研究生活が送れる

ように，学術研究機関の整備及び適切な運営を図る

べきである。

② 来日研究者・留学生への支援の充実
学術分野における国際貢献の第一歩として，各国

の人材育成への協力，とりわけ来日研究者・留学生

の支援に十分な配慮かなされなければならない。し

たがって，内外における日本語教育の充実や，来日

研究者・留学生の住居， 日本人研究者・学生や地域

の人々との交流を可能とする交流施設など生活・文

化施設の整備・充実を早急に図るべきである。

③ 海外派遣研究者への支援の拡充
国際学術交流は，相手国の国情に応じた総合的配

慮の下に行われる必要がある。したがって，その国

の研究者との恒常的な連携・協力を維持するととも

に我が国からの海外派遣研究者が必要とする各種情

報の提供や連絡・調整などもできる人材の当該国へ

の配置など，海外派遣研究者の支援体制の拡充を検

討する必要がある。

(3) 学術分野における国際貢献のための新しいシステム

の構築

国際的な学術協力については，我が国においても，

既に多くの機関がその努力を重ねているところである。

しかしながら，投入されている資金等そのための支援

は，質・量ともに，未だ国際的な要求に応える水準に

まで達しているとは言えない。しかも，現在個別に推

進されている学術協力の相互の連絡・調整は，必ずし

も十分ではなく，我が国の総力を挙げてこれを推進し

ているとは言えない状態にある。

また，今後ますます増えていくと思われる各種の国

際的な学術協カプロジェクトの立案や協力，参加，推

進については，これまで以上に，科学者の総意を反映

しつつ，総合的かつ適切な判断を機動的になし得る場

を確保しなければならない。

さらに，我が国が国際的な学術協力のための諸施策

を強力に推進するためには，科学者の力のみならず，

政府・産業界の協力，更には国民の理解等総合的な支

援が必要である。

これらの問題点を改善し，学術分野において国際杜

会の期待に応える貢献をなし得るように，国民の理解

の下に，諸課題の整理，必要な資金の確保・配分等を

行う新しいシステム（例えば「学術協力機構」）を構

築するなど，今後真剣に検討を進める必要がある。

終わりに

日本学術会議は，人類共通の資産としての学術の発展

こそが人類の繁栄と世界の平和の礎となるとの見地から，

本提言を取りまとめたものである。

なお， 日本学術会議は，今後とも，本提言に基づき，

内外の科学者を始め，広く関係各方面の意見を聴きなが

ら，具体的な諸課題について引き続き検討していくこと

を付言したい。

平成 5年(1993年）度共同主催国際会議

日本学術会議では，我か国において開催される学術関係

国際会議のうち毎年おおむね 6件について，学・協会と共

同主催している。

本年もまた， 6件の国際会議を共同主催することとして
おり，その概要は，次のとおりである。

◆第 7回太平洋学術中間会議(6月27日～ 7月3日）

太平洋地域の住民の繁栄と福祉に直接関わる学術上の問

題に関する研究を発展させるため，討論を行い，最新の研

究情報を交換することを目的として宜野湾市 （沖縄コンベ

ンショ ンセンター，沖縄都ホテル，メルパルク沖縄、）にお

いて開催される。

参加予定人数500人（国外300人，国内200人）参加予定国

数29か国。

◆第 6回国際気象学大気物理学協会科学会議及び第 4回国

際水文科学協会科学会議合同国際会議（ 7月11日～23日）

気象学，大気物理学及び陸水・水文科学に関する研究を

発展させるため，討論を行い，最新の研究情報を交換する

ことを目的として横浜市（横浜国際平和会議場）において

開催される。

参加予定人数1,500人（国外700人，国内800人），参加予定
国数68か国。

◆第15回国際植物科学会議(8月23日～ 9月3日）
植物科学に関する研究を発展させるため，討論を行い，

最新の研究情報を交換することを目的として横浜市（横浜

国際平和会議場）において開催される。

参加予定人数4,000人（国外1,500人，国内2,500人），参加
予定国数81か国。

◆第24回国際電波科学連合総会(8月23日～ 9月3日）

電波科学に関する研究を発展させるため，討論を行い，

最新の研究情報を交換することを目的として京都市（国立

京都国際会館）において開催される。

参加予定人数1,200人（国外800人，国内400人），参加予定
国数49か国。

◆アジア社会科学研究協議会連盟第10回総会
(9月5日～11日）

アジア・太平洋地域における社会科学の教育，研究，訓

練及ぴ普及を促進するため，討論を行い，最新の研究情報

を交換することを目的として川崎市（かながわサイエンス

パーク）において開催される。

参加予定人数120人（国外60人，国内60人），参加予定国数
17か国。

◆第21回国際純粋・応用物理学連合総会(9月20日～25日）

物理学を発展させるため，討論を行い，最新の研究情報

を交換することを目的として奈良市（奈良県新公会堂）に

おいて開催される。

参加予定人数300人（国外150人，国内150人），参加予定国
数41か国。

御意見•お問い合わせ等がありましたら，下記ま

でお寄せください。

〒106東京都港区六本木7-22-34
日本学術会議広報委員会 電話03(3403)6291囮

日本環境変異原学会会則

第1条本会は日本環境変異原学会(TheEnvi-

ronmental Mutagen Society of 

Japan)と称する。

第2条本会は人問環境における突然変異原，と

くに公衆の健康に重大な関係を有する突

然変異原の研究を推進することを目的と

する。

第3条本会の会員は，正会員，学生会員および

賛助会員とする。正会員は本会の趣旨に

賛同し，環境変異原の研究に必要な知識

と経験を有し，定められた会費を納入し

た者とする。学生会員は，大学，または

大学院に在籍し，毎年所定の手続を経て，

定められた会費を納入した者とする。賛

助会員はこの学会の事業を後援し，定め

られた会費を納入した個人または法人と

する。

第4条 本会に入会を希望するものは， 1名以上

の評議員の推せん書とともに所定の申込

書に記入の上，本会事務所に申込むもの

とする。

第5条 会員は毎年会費を納入しなければならな

ぃ。次年度の年会費の額は評議員会にお

いて審議し総会において定める。

第6条 本会はその目的を達成するために次の事

業を行う。

1.年1回大会を開催し，学術上の研究

成果の発表および知識の交換を行う。

2.奨励賞を設け，環境変異原の分野で

すぐれた研究を行い，将来の成果が期

待される研究者（原則として会員）に

授与する。

3. Mutation Research誌の特別巻を

特価で購入配付する。

4.国際環境変異原学会連合に加入し，

国際協力に必要な活動を行う。

5.その他本会の目的を達成するために

必要な活動を行う。

第7条 本会に次のとおり役員および評議員を置

く。

会 長 1名庶務幹事 1名

会計幹事 1名 国際交流幹事 1名

編集幹事 1名会計監査 2名

および評議員若干名。

評議員は正会員の投票により選ぷ。

会長は評議員の互選によって定める。

庶務幹事．会計幹事，国際交流幹事，編

集幹事および会計監査は会長が委嘱する。

この他会長は必要な場合には会員の中よ

り若干名を指名し総会の承諾を得て．評

議員に加えることができる。

役員およぴ評議員の任期は2年とする。

役員が同じ任務に引続いて就任する場合

には2期をもって限度とする。

第8条評議員会は会員を代表し，事業計画，経

費の収支，予算決算およびその他の重要

事項について審議する。

第9条本会は年1回総会を開く。

総会において会則の改廃制定，予算・決

算の承認，その他評議員会において審議

した重要事項の承認を行う。

第10条 本会の事務執行機関は会長および4名の

幹事をもって構成する。

会長は執行機関の長となり，また本会を

代表する。

第11条 本会の事務は暦年による。

第12条本会に名誉会員をおく。

附記

1.本会則は平成2年 1月 1日より施行する。

2.本会は事務所を

静岡県三島市谷田1,111番地に置く。

3.正会員．学生会員および賛助会員の会費

は．それぞれ年額5,CXX>円． 3,CXX>円およ

びl口50,000円とする。

ただし． Mutation Research誌の特別

巻の配付を希望するものは．会費の他に

別途定める購読料を本会へ前納するもの

とする。
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（五十音順）

会 長 早 津 彦 哉 氏 名 所 属

庶務幹事

会計幹事

国際交流幹事

編集幹事

会計監査

ヶ

賞等選考委員

編集委員

企画委員

祖父尼

渋谷

長尾

佐藤

松

乾

祖父尼

菊池

渡部

佐々木

若林

島

後

菊

林

田

大

菊

若

山

下

田

藤

川

中

西

池

林

添

俊 雄

徹

子

秋奈美

茂

秀

直

俊

康

正

敬

弘

純

清

憲

克

康

敬

鶴

道

雄

基

烈

夫

成

基

康

克

隆

哲

清

康

行

純

正

西

藤

滝

川

池

田

藤

木

藤

谷

田

水

藤

尼

部

中

盤

尾

岡

々

父

大

加

鎌

菊

菊

黒

後

佐

佐

渋

島

清

須

祖

武

田

常

長

西

林

康

雄

見

真

穂

早

松

山

吉

若

渡

津

島

添

川

林

部

茂

弘

英

鎮

俊

憲

成

一

也

見

基

昭

雄

夫

秋

徹

康

佑

世

雄

啓

穂

寛

子

奈美

真

哉

郎

康

衛

次

彦

泰

邦

敬

,J‘ ヽ万＂

徳島大学医学部

慶応義塾大学医学部

北海道大学薬学部

東京薬科大学薬学部

武田薬品工業昧研究開発本部

麻布大学生物科学総合研究所

国立公衆衛生院

京都大学放射線生物研究センター

神戸大学医学部

（財）食品薬品安全センター秦野研究所

第一製薬（株中央研究所

東京慈恵会医科大学

伊藤ハム株中央研究所

国立衛生試験所

京都大学医学部

（財）食品薬品安全センター秦野研究所

福岡県衛生公害センター

国立がんセンター研究所

同志社大学工学部

国立衛生試験所

岡山大学薬学部

日本バイオアッセイ研究センター

慶応義塾大学医学部

三菱化成工業（採総合研究所

国立がんセンター研究所

東京薬科大学



原著論文募集のお知らせ

昭和 63年 8月に学会活性化対策の一環として編集委員会が組織され，以来機関誌「環境変

異原研究」およびJEMSNewsの定期刊行をめざして努力してまいりました。その間執肇規

定の整備，綱集委員会の体制強化等原著論文掲載に関する準備を進め，昨年は評議員および会

員を対象とした原著論文掲載に関するアンケート調査を実施し，回答者の 70%以上が原著論

文掲載に賛成でした。ここに至って原著論文掲載の環境が整ったと判断し，本年より原著論文

を募集し平成6年 1月より原著論文掲載誌を刊行する旨を第 21回大会総会において会員の皆

様にお知らせしました。 「環境変異原研究」を会員相互のコミュニケーション誌として位置づ

け，会員のための機関誌として育てていきたいと念じておりますので，会員諸氏の積極的な投

稿をお願いします。

環境変異原研究投稿規定

1. 掲載論文

環境変異原研究に関する未発表の「総説」，「一般

論文」，「短報」，「資料」，「大会講演要旨」などを

掲載する。掲載論文の採否は編集委員会の審査に

より決定する。

「総説」は，一つのテーマに関連する多くの研

究論文の総括，評価，解説などである。

「一般論文」は，変異原に関する独創的研究の

報文で，それ自身独立して価値ある結

論あるいは事実を含むものとする。

「短報」は，新しい事実や価値あるデータを含

む短い報告とする。

「資料」は，環境変異原に関する調査の結果ま

たは統計などをまとめたものとする。

2. 投稿資格

筆頭著者は日本環境変異原学会会員に限る。ただ

し，招待寄稿の場合にはこの限りではない。

3. 報文の書き方

報文の用語は日本語または英語とし，執筆規定に

従い簡潔にわかりやすく書く。総説は，写真・図

表を含めて刷り上がり 12頁以内，原著は同じく

8頁以内，短報・資料は 4頁以内とする。この制

限頁の超過分や多額の経費を要する図表の実費は

著者負担とする。なお学会所定の原稿用紙は，下

記編集委員会事務局まで請求する。

4. 論文の送り先

JEMS編集委員会

論文原稿は正1部コピー 2部の計3部を，下記日

本環境変異原学会編集委員会事務局宛に書留便で

送付すること。なお，最終稿では正 1部およびフ

ロッヒ・ーディスク（使用した機種とソフト名を明

記）を送付すること。

原稿の送付および校正刷の返却，その他編集につ

いての問い合わせ先：

〒105東京都港区新橋 5-23-7ニュー三栄ビル

三造写真工業株式会社内

5. 著作権

日本環境変異原学会編集委員会事務局

TEL 03-3433-8581 

FAX 03-3433-0470 

本誌に掲載された記事，論文などの著作権は日本

環境変異原学会に帰属するものとする。従って，

本会が必要と認めた場合は転載し，また外部から

引用の申請があった場合には，編集委員会におい

て検討の上許可することがある。ただし，著作者

自身が自分の記事，論文などの一部を複製，翻訳

などの形で利用することを妨げるものではない。

しかし，著作者自身であっても，全文を複製の形

で他の著作物に利用する場合には，事前に文書に

て申し出を行い，許諾を求めなければならない。

6. 校正

著者校正は原則として原稿に対する誤植の訂正に

限る。原稿にない加筆・変更をしないこと。

7. 著者負担金

l) 投稿論文は，組版代の一部負担金として刷り
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上がり 1頁につき 2,000円を著者が負担す

る。また規定の頁数を越えた分については，

超過頁分についての実費は著者負担とする。

2) カラー印刷等特殊印刷のため付加的に発生す

る費用は著者負担とする。

3) 別刷りは著者負担とする。別刷り希望者は著

者校正時に添付する申し込み書に50部単位で

申し込むこと。

環境変異原研究執筆規定

1. 用語は日本語または英語とする。

2. 原稿は原則としてワープロを用い，左横書きで作

成する。

日本文の場合：原稿は A4版用紙に 1行22字，

1頁20行で印字する（刷り上がり

の 1/4頁に相当する）。また，別

に英文の題名，著者名，所属機関

名および要約 (300字以内）を付

ける。なお，手書きの原稿を希望

する場合には， 日本環境変異原学

会所定の原稿用紙を用いる。

英文の場合：原稿は A4版のクイプ用紙にダフ＇

ルスベースでタイプする。一行打

字数は 60字， 1頁25-27行を標

準とする。原稿は著者の責任にお

いて英語の添削訂正を受けたもの

に限る。

なお，各頁は左 3cm，右 5cm,上 3cm,下6

cmの余白をとる。

3. 投稿論文の記述は，第 1頁は表題，著者名，所属

および所在地，第2頁は要約 (Summary)および

キーワード (5語以内）， 第3頁以下，緒言 (In-

troduction），実験材料および方法 (Materialsand 

Methods），結果 (Results），考察 (Discussion),謝

辞(Acknowledgements)参考文献(References),

表・図の説明および図の順序とする。なお図と表

の説明はすべて英文とする。

4. 学名，遺伝子記号などはイタリック（原稿に赤字

でアンダーライン表示）とし，その他まぎらわし

い記号については原稿に適宜指示を与える。

5. 化学物質名は原則として英語とし，一般名を用い

る。また， CAS番号を文中に表示する。文中に

用いる英語の単語あるいは句は固有名詞を除いて

小文字で書きはじめる（文頭の場合は大文字）。

また文中の英語はすべてタイプするかまたは活字

体で書く。

6. 数字は算用数字を用い，単位は英文の慣用による

省略記号を用いる。

7. 略字を使用するときは，論文中にはじめて使用す

るときに完全な語とその略字を括弧内に示す。

8, 表，図（写真）は本文と別にし，それらの挿入箇

所を本文の右余白に明示する。 グラフ，写真，線

画等はすべて図とし， 一連の番号 Fig.1, 2・・・を

付し，説明文を別紙に添える。

9. 図と写真は原図またはキャビネ大の光沢写真版と

し，裏面に Fig.1, 2…および上下を鉛筆書き

し， A4版の台紙に一枚ずつ軽く糊付けする。台

紙の下部に Fig．（一連番号）および説明を付す。

10. 表は表の上部に Table（一連番号）と説明を記入

すること。表には縦罫を使用せず，また各語句の

始めは原則として大文字とする。脚注を要すると

きは表示の語句の右肩に a,b, c…を付記し，表

の下欄外にそれぞれの説明を記す。

11. 本文中の文献引用は著者名および年号をもってす

る。

12. 引用文献は筆頭著者名のアルファベット順に配列

し，雑誌の省略名は ChemicalAbstractsの記

載方法に従う。記載順序は著者氏名，年号，題

名，雑誌名，巻，頁（単行本の場合は著者氏名，

年号，題名， 編者名， 書名， 発行所，発行地，

頁）の順とする。文献の記載方法は下記の例に従

う。

Ames, B. N., J. McCann and E. Yamasaki 
(1975) Methods for detecting carcino-
gens and mutagens with the Salmonella/ 
mammalian-microsome mutagenicity 
test, Mutat. Res., 31, 347-364. 
Ashby, J., F. J. de Serres, M. Draper, M. 
lshidate Jr., B. H. Margolin, B. Matter 
and M. D. Shelby (1985) Overview and 
conclusion of the IPCS collaborative 
study on in vitro assay systems, In: J. 
Ashby, F. J. de Serres et al. (Eds.), 
Evaluation of Short-Term Tests for 
Carcinogens, Elsevier, Amsterdam, pp. 
117-174. 

藤川和男，梁治子，近藤宗平(1984)ハエの

翅毛スボットテストー近ごろ注目されてい

る短期試験法，環境変異原研究， 6, 107-

113, 

佐々木正夫(1983)環境変異原と染色体異常，

染色体異常（外村 晶編），朝倉書店，pp,

107-113. 
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日本環境変異原学会入会申込書

平成年月日

日本環境変異原学会長 殿

貴学会に入会いたしたく評議員の推薦を添えて申し込みます。

フ リ ガナ

氏 名 R 

ローマ字つづり

生年月日，性別 年 月 日 I 男 女

（和）

所属機関

部局

（英）
職名

〒 電話 内線（ ) FAX 

（和）

所属機関

所在地
（英）

〒 電話 内線（ ) FAX 

自宅 （和）

住所

（英）

一・

会誌送付先 ① 所属機関 ② 自 宅

A 子 呼子 部 学部学校名 卒業年次 年

歴 大学院 課程学校名 修了年次 年

呼子 位 取得年 年

研究領域 （下記にあてはまる項の 2, 3を0で囲んでください）

1.変異原 2.検出系 3. 毒 性 4. 発生異常 5.汚 染

6.疫 巫子 7. 遺 伝 8. か ん 9.微生物 10. 高等動物

11.高等植物 12. 食 品 13. 気体・粉じん 14.医薬品 15.農 薬

16. 代 謝 17. 分子機構 18. その他（ ） 

研 究歴（現在行っている研究の動向や興味の点について数行記入のこと）

加入学会名（本学会以外の）

推薦者（日本環境変異原学会評議員）

氏名（署名） R
 

入会申込者との関係（数行ご記入ください）

入会申込書の送付先：〒105東京都港区新橋 5-23-7

三造写真工業株式会社内 学会事務局



住所ー所属等変更届

平成年月日

日本環境変異原学会

事務局御中

下記変更がありましたのでお届け致します。

ナ

名

属

ガ

所

リフ

氏

旧 R
 

（和）
新

所属機関 n 

部局
（英）

峨名

〒 電話 内線

新 （和）

所属機関

所在地
（英）

〒 霜話

新
（和）

自 宅

住 所
（英）

会誌送付先 ① 所属機関 ②自 宅
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